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国際税務 

QI/FATCA/CRS 関連情報 
QI/WP 契約の定期的宣誓・免除申請期限の再延長について 
 
デロイト トーマツ税理士法人 米国税務サービス 
2024 年 8月 5 日号 

2024 年 8 月 1 日、米国内国歳入庁（Internal Revenue Service：以下「IRS」）は、IRS ウェブサイトの QI/WP/WT よく寄せ
られる質問（”QI, WP, and WT Frequently Asked Questions (FAQs)”）、2023年 QI契約に係る規定 Q4 （IRS ウェブサイト
（英語））において、QI/WP/WT 契約で規定される定期的宣誓、定期的検証免除申請、及び定期的検証対象年の選択の
期限を宣誓対象期間の翌年の 7月 1日から 11月 1日へ延長することを公表した。2024年 1月 5日号の「QI/FATCA/CRS関
連情報」（デロイト トーマツ税理士法人ウェブサイト、PDF）では、2024年が期限となる定期的宣誓、定期的検証免除申請、及
び定期的検証対象年の選択の期限が 2024 年 9 月 1 日へ延長されたことの概要を記載したが、今回の公表において、更に期限
が 11 月 1日まで延長されることとなった。本ニュースレターでは、当該公表における改正内容について概要をご案内する。 

1. 定期的宣誓 

QI/WP/WT 契約では、3 暦年の宣誓対象期間のうち、1 暦年を選択の上、定期的検証を実施し、有効な内部統制が整備され
ていることについて、IRS ウェブサイトの QI アカウントマネジメントシステムにおいて定期的宣誓の実施が求められている。当該宣誓対
象期間のうち、1 年目又は 2 年目を定期的検証の対象年として選択する場合、宣誓期限は宣誓対象期間の翌年 7 月 1 日ま
でとされている。一方、3 年目を検証の対象年として選択する場合の宣誓期限は、6 カ月延長されるため、3 宣誓対象期間の翌
年 12月 31日までとなる。（QI 契約セクション 10.03及びWP 契約セクション 8.03） 
 
今回の公表によりQI/WP/WT契約における、1年目又は 2年目を定期的検証の対象年として選択する場合の宣誓期限が 7月
1 日から 11 月 1 日へ延長された。一方、3 年目を検証対象年として選択する場合の宣誓期限については変更なく 12 月 31 日
までとなる（注記：宣誓期限が 2024 年の QI/WP が 2023 年を検証対象年として選択する場合は、宣誓期限が 2024 年 12
月 31日から 2025年 3 月 1日へ延長されている。詳細については、パラグラフ４を参照）。 
 
なお、今回の延長は自動的に適用となるため、各 QI/WPが IRS に延長申請書を提出する必要はない。 
 

2. 定期的検証対象年の選択 

宣誓対象期間のうち、3年目を検証対象年とする場合、宣誓期限は 6 カ月延長されるため、宣誓対象期間の翌年 12月 31日
までとなるが、当該検証対象年の選択手続は延長前の宣誓期限までに行う必要がある。当該検証対象年の選択手続の期限に
ついても、宣誓対象期間の翌年 7月 1日から 11月 1日へ延長となった。 

 
3. 定期的検証免除申請 

宣誓対象期間の各暦年について、報告対象金額が一定額（QI は 500 万ドル、WP は 100 万ドル）を超えていないなど、一定
の要件を満たす QI/WP は検証の免除を申請することが可能である。ただし、定期的検証免除申請の対象となる QI/WP も定期
的宣誓は必須である。今回の公表で免除申請の対象となるQI/WPの定期的宣誓期限も延長され、宣誓対象期間の翌年 7月
1日から 11 月 1日となった。 

https://secure-web.cisco.com/1R-K4WLzMha8Pqrs5fL9wS3cYlHv8UCH_A6_UYJSgprm7eEihxUCCxeo2DJtYXzPx4HyTy6b6g2y_e2-kSykz3DT4Z1MQDsO5UfDSYqqqK3HvT4OLPhaOAj38_CsjrkX19r7xQ36_gmbYHCg9yOjJGcJbMq06oOBASWZ5gABeoMOJh2az6kXOsHPsQnqUTcsKq5AleCdDu5Kd2S0Ey9n3icg0lBd2oKMsQHA8IP9-jhpIdINXBxD1VL1B9cbNB7BUFuaB7p3j4CU8twBwPmRriLwVgfh1Yv9x55FcZGeWxZCkThVf6-6ZZHi_hz4PYFJmBxtBixreH-5UNbU-XDDENQ/https%3A%2F%2Flinks-1.govdelivery.com%2FCL0%2Fhttps%3A%252F%252Fwww.irs.gov%252Fbusinesses%252Fcorporations%252Fqualified-intermediary-general-faqs%2523collapseCollapsible1722535961320_351165%2F1%2F010001910f986cd2-93bc2e25-c80a-4715-b907-2495e58c767b-000000%2FtRhHdCmMBRaMR1XJ6lLptiF9C2QKss2MHm-U7_X9PUM%3D364
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/tax/tax-finance/jp-qi-fatca-crs-5january2024.pdf
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4. 2024年期限の定期的宣誓、定期的検証免除申請、及び定期的検証対象年の選択の期限 

2023年 12月 26日公表の IRS QI ニュース 2023-18（IRS ウェブサイト（英語））において、2024年が期限となる QI/WPの定
期的宣誓、定期的検証免除申請、及び定期的検証対象年の選択の期限が 2024 年 7 月 1 日から 2024 年 9 月 1 日へ延長
され、また、2023 年を定期的検証の対象年と選択する場合は、定期的宣誓期限は 2024 年 12 月 31 日から 2025 年 3 月 1
日へ延長すると公表されていた 1。 

今回の公表において、定期的宣誓、定期的検証免除申請、及び定期的検証対象年の選択の期限が、更に 11 月 1 日まで延
長されることとなった。また、2023 年を定期的検証の対象年とする場合は、IRS QI ニュース 2023-18 から変更なく、定期的宣誓
期限は 2025年 3月 1日となる。 

 

 
QI/WP契約 

（宣誓期限 2025年以降） 
QI/WP契約 

（宣誓期限 2024年） 
変更前 変更後 変更前 変更後 

1. 定期的宣誓（検証対象 1・2 年目） 7月 1日 11月 1日 2024年 9月 1 日 2024年 11月 1日 
2. 定期的宣誓（検証対象 3年目） 12月 31日 12月 31日 2025年 3月 1 日 2025年 3月 1 日 
3. 定期的検証対象年の選択 7月 1日 11月 1日 2024年 9月 1 日 2024年 11月 1日 
4. 定期的検証免除申請 7月 1日 11月 1日 2024年 9月 1 日 2024年 11月 1日 

 

なお、今回公表された宣誓期限の延長は、QI アカウントマネジメントシステムには、8 月 5 日時点ではまだ反映されていないようだ
が、今後更新があるものと考えられる。 

Qualified Intermediary Program | Internal Revenue Service (irs.gov)（IRS ウェブサイト（英語）） 

 

おわりに 

定期的宣誓期限が延長された理由は、今回も公表されていないが、宣誓期限が 2024 年の IRS の QI アカウントマネジメントシス
テムのアップデートが遅れたことや、検証対象年の選択後に宣誓期限日が正しくシステム上に表記されない事象が現在も発生して
おり、昨年末に公表された延長後期限の 2024 年 9 月 1 日までに手続を完了させるのが難しい状況があったと推測される。また、
最近の IRS の定期的検証・検証免除申請・定期的宣誓に対する精査の厳格化も影響している可能性もあり、各 QI/WP はより
コンプライアンスを徹底することが求められる。今後の IRS の公表に引き続き注意が必要である。 

デロイト トーマツ税理士法人では、QI、FATCA、CRS、及び米国税務に関して専門チームを有し、常に最新情報を入手の上、多数
の金融機関にサービスを提供している。今回のニュースレターでご案内した内容のほか、制度内容・法令等でもご不明な点等があれ
ば、ご相談いただきたい。 

 

 

 

Any tax advice included in this written or electronic communication was not intended or written to be used, and 
it cannot be used by the taxpayer, for the purpose of avoiding any penalties that may be imposed by any 
governmental taxing authority or agency. 

 

1 2023 年 12 月 26 日公表の IRS QI ニュース 2023-18（IRS ウェブサイト（英語））については、既出のニュースレター（発行日：2024 年 1 月
5 日（デロイト トーマツ税理士法人ウェブサイト、PDF））にて該当を記載している。 

https://content.govdelivery.com/accounts/USIRS/bulletins/381d952?reqfrom=share
https://www.irs.gov/businesses/corporations/qualified-intermediary-program
https://content.govdelivery.com/accounts/USIRS/bulletins/381d952?reqfrom=share
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/tax/tax-finance/jp-qi-fatca-crs-5january2024.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/tax/tax-finance/jp-qi-fatca-crs-5january2024.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/tax/tax-finance/jp-qi-fatca-crs-5january2024.pdf
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過去のニュースレター 
過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。 
www.deloitte.com/jp/tax/nl/us 
 

お問い合わせ 

米国税務及び QI/FATCA、OECD CRS に関するお問い合わせは、下記の担当者までご連絡ください。 

デロイト トーマツ税理士法人 東京事務所 米国税務サービス  

パートナー 前田 幸作 kosaku.maeda@tohmatsu.co.jp 

シニアマネジャー 秋葉 奈緒子 naoko.akiba@tohmatsu.co.jp 

マネジャー 高島 憲一 kenichi.takashima@tohmatsu.co.jp 

マネジャー 榎本 純子 junko1.enomoto@tohmatsu.co.jp 

マネジャー 渡邊 美穂子 mihoko.watanabe@tohmatsu.co.jp 

マネジャー 森本 祐佳里 yukari.morimoto@tohmatsu.co.jp 

所在地 〒100-8362  
東京都千代田区丸の内三丁目 2番 3号 丸の内二重橋ビルディング 

Tel 03-6213-3800（代） 

email tax.cs@tohmatsu.co.jp 

会社概要 www.deloitte.com/jp/tax 

税務サービス www.deloitte.com/jp/tax-services 
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